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この「戸沢村グループウェアシステム構築業務公募型プロポーザル実施要領（以下「本実施要

領」という。）」は、戸沢村（以下「本村」という。）が実施する「戸沢村グループウェアシステム

構築業務」（以下「本業務」という。）の実施にあたり、本村の実情を理解し、業務の目的及び内容

に最も合致した事業者に委託するため、本実施要領に従って公募型プロポーザル方式により地方自

治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号に基づく随意契約の相手方となる候補者（以下「契約候補

者」という。）及び契約候補者の次に契約の相手方となる候補者を選定するために必要な事項を定

めたものである。 

1. 目的 

 本業務は、自治体の業務効率化と DX 推進を目的に、クラウド型業務用グループウェアシステム

を導入するものです。当該システムの導入により職員間の情報共有・業務管理・コミュニケーショ

ンを一元化し、迅速な意思決定と住民サービスの向上を図るとともに、ペーパーレス化を推進し、

環境負荷の軽減と業務の効率化を促進します。 

また、職員間の円滑なコミュニケーションを実現することで、情報伝達の精度向上と業務負担の

軽減を目指します。クラウド活用により、システムの運用・保守負担を軽減し、コストの最適化を

図るとともに、セキュリティ対策を強化することで信頼性の高い行政サービスを提供します。本公

募型プロポーザルでは、これらの目的を達成できる最適なソリューションを提案できる事業者を募

集する。 

 

2. 業務概要 

(1) 業 務 名 戸沢村グループウェアシステム構築業務 

(2) 履 行 期 間  戸沢村グループウェアシステム構築業務仕様書（以下「業務仕様書」とい

う。）に記載のとおり 

(3) 発 注 者 戸沢村⾧ 加藤 文明 

(4) 業 務 内 容 業務仕様書のとおり 

(5) 提案上限額  

① 初期環境構築（支援）費：2,715 千円 

② システム利用料：385 千円 

※ いずれの金額も消費税及び地方消費税を含む。 

※ この金額は契約時の予定価格を示すものではない。 

※ この金額を超える金額で提案した場合は失格とする。 

(6) 支 払 条 件 戸沢村財務規則及び業務委託契約約款による。 
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3. 参加資格要件 

 本プロポーザルに参加しようとする者は、以下の条件をすべて満たす事業者とする。 

(1) 山形県内に本社、支社又は営業所があり、障害等に迅速に対応できること。 

(2) 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当しない者であること。 

(3) 会社更生法に基づく更生手続開始の申し立て、または民事再生法に基づく再生手続開始の

申し立て又は破産法に基づく破産手続き開始の申し立てがなされていないこと。 

(4) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員でないこ

と。法人の場合は、役員等が暴力団でないこと。また、暴力団員が経営に事実上参加して

いないこと。 

(5) 本プロポーザルの公表がなされた日から契約締結の時までの期間に、戸沢村競争入札参加

資格者指名停止を受けていないこと。 

(6) その他、法令等に違反していない者または違反する恐れがない者であること。 

(7) 法人税等の納付義務を有する者にあっては納付期限の到来した税を完納していること。 

(8) 情報セキュリティの管理や運用に関する基準となる、ISO/IEC 27001（情報セキュリティ）

の認証取得していること。 

(9) 専門技術者等、充分な業務遂行能力を有し、適切な執行体制を有していること。 

(10) 地方公共団体において、本システム又はこれに類似するシステムの構築・運用保守の実績

を有すること。 

 

※ 本プロポーザルは複数社によるアライアンスによる参加を認める。その場合、代表事業者は

(1)を満たす者とし、(2)から(7)までは構成するすべての事業者が満たしていること。また、

(8)から(10)までは提案する事業者のいずれかが満たしていること。 

 

4. スケジュール 

項目 期間・期限 

プロポーザル実施の公告 令和 7 年 10 月 24 日（金） 

質問受付期間 公募開始日から令和７年 11 月 7 日（金）まで 

質問回答期限 令和 7 年 11 月 13 日（木） 
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※ 上記日程は、災害その他の理由によりやむを得ず、上記日程を変更する場合がある。その場

合、参加者に速やかに連絡する。 

※ 審査結果等についての問合せには回答しない。 

 

5. 提案手続き 

(1) 提案募集の期間 

(ア) 配布期間 令和 7 年 10 月 24 日（金）から 

(イ) 募集方法 本村ホームページ（http://www.vill.tozawa.yamagata.jp/）上で公表する。 

 

(2) 質疑等 

本業務に関して質疑がある場合は、質疑書（様式第５号）を用い、電子メールにて照会する

こと。なお、件名は「戸沢村グループウェアシステム構築業務に関する質問」とすること。 

 受付期限：令和７年 11 月 7 日（金） 午後５時 

 回答日時：令和 7 年 11 月 13 日（木） 午後５時まで回答する。 

 回答方法：質疑への回答は、村ホームページに掲示し、個別には回答しない。 

 

(3) 第一次審査（書類審査）資料提出 

   本業務にかかる企画提案について参加を希望するものは、メール、郵送（必着）または直接

持込にて下記の書類を各１部提出するものとする。 

(ア) 参加申込書（様式第１号） ※共同提案事業者がある場合は様式第１号-１も提出 

(イ) 参加資格に関する申立書（様式第２号）※共同提案事業者がある場合は様式第２号-１

も提出 

(ウ) 業務実績調書（様式第３号）※山形県内の実績を証する契約書の写しも提出 

参加申込書提出期限 令和 7 年 11 月 18 日（火） 

企画提案書・見積書提出期限 令和 7 年 11 月 20 日（木） 

プレゼンテーション審査 令和 7 年 11 月 26 日（水） 

審査結果の通知 令和 7 年 11 月末 

契約締結 令和 7 年 11 月末 
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(エ) 会社概要書（様式第４号）※共同提案事業者がある場合は様式第 4 号-１も提出 

(オ) 情報セキュリティマネジメント（ISMS）の認証を証明する書類の写し 

(カ) 共同提案概要書（任意様式）※それぞれの参加者の位置づけ、役割を明記 

(4) 提出期限：令和 7 年 11 月 18 日（火） 正午 

 

(5) 参加辞退の意思表示 

参加申込書（様式第１号）提出日以降に参加を辞退する場合、辞退届（任意様式）を提出す

ること。なお、すでに提出された書類は返却しない。 

 

(6) 第二次審査（プレゼンテーション審査）資料（企画提案書等）の提出 

提出書類 部数 

① 企画提案書等提出届（様式第 6 号） A4 判、規定様式 正本 1 部 

② 企画提案書（※1 事業者 1 案） 企画提案書作成要領参照 正本 1 部 

（クリップ留め） 

副本 5 部  

（見やすいように適宜

ホチキス留め） 

③ 機能要件表（別表第 1 号） 
A3 版、規定様式、ファイル

形式：Excel 

④ 参考見積書 

A4 判、任意様式、①初期環

境構築（支援）費及び②シ

ステム利用料がわかるよう

に内訳を記載すること。ま

た②システム利用料につい

ては次年度以降の費用とし

て 12 か月分の見積書を参考

資料として別途提出するこ

と。 

⑤ 企画提案書の電子データ（PDF フ

ァイル） 
CD-R 又は DVD-R 

１枚 

 企画提案書の作成にあたっては、別に定める企画提案書作成要領に基づき作成すること。 

提出期限：令和 7 年 11 月 20 日（木） 正午まで 

提出方法：持ち込み又は簡易書留による郵送（必着） 

 

6. 評価方法等 

(1) 評価基準 

1.提案内容に関する評価（70 満点） 
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 審査項目 審査基準 配点 

１ 基本方針 
村の方針や計画

との整合性 

事業目的を十分に把握し、事業の取り組み方針が

本村の方向性と一致しているか。また、本村の上

位計画や関連計画を理解し、関連付けた記載にな

っているか。 

5 点 

２ 

基本機能 

システムの機能 
機能要件一覧表から本村の求める機能要件が満た

されているか。 
15 点 

３ 利便性・操作性 

利用者が使いやすく便利な機能や画面・導線とな

っているか。管理者が使いやすく直感的に操作が

できるか。 

15 点 

４ 追加機能 
追加機能及び拡

張性 

本村が要求している以外で、独自の機能や提案内

容があるか。また、本システム等の運用を将来的

により効果的に進めるための有効な機能等が提示

されているか。また、それにかかるコストは妥当

なものか。 

5 点 

５ 

運用・保

守内容 

運用・保守 

運用サポート内容が充実していて、職員の業務負

荷軽減が図れているか。運用・保守の内容や障害

発生時の対応は十分であるか。運用・保守管理に

係る人員や体制は適切か。 

10 点 

６ 

次年度以降のシ

ステム利用料の

提案価格 

提案者内の最低提案価格÷提案者の提案価格×配

点 

※小数点第１位以下は切り捨て 

10 点 

７ 

業務支援

体制 

導入支援サポー

ト等 

職員に対する操作研修の方法や内容は分かりやす

いか。 
5 点 

８ 
スケジュール及

び業務実施体制 

スケジュールに無理がなく、業務の履行計画は適

切か。構築体制や連絡体制は適切に組まれている

か。構築の支援が充実していて職員の負担軽減に

つながっているか。 

5 点 

2.業務遂行能力に関する評価（10 満点） 

 審査項目 審査基準 配点 

9 業務実績  同種・類似業務の実績は十分か。 10 点 

3.提案価格の評価（20 満点） 

 審査項目 審査基準 配点 

１0 提案価格 

初期環境構築

（支援）費用の

提案価格 

提案者内の最低提案価格÷提案者の提案価格×配

点 

※小数点第１位以下は切り捨て 

20 点 
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(2) 審査方法等 

別紙「戸沢村グループウェアシステム構築業務審査実施要領（以下「審査実施要領」とい

う。）」のとおりとする。 

(ア) 第一次審査（書類審査） 

担当部署において、「5.（2）第一次審査（書類審査）資料」について書類審査を実

施し、第二次審査（プレゼンテーション審査）に進む提案者を３者程度に絞り込む。

第一次審査（書類審査）結果は、メール及び書面で通知する。 

(イ) 第二次審査（プレゼンテーション審査） 

戸沢村グループウェアシステム構築業務事業者選定委員会（以下「選定委員会」と

いう。）において、「5.（5）第二次審査（プレゼンテーション審査）資料（企画提案

書等）」についてプレゼンテーション 30 分以内、ヒアリング 10 分以内：計 40 分以内

を実施し、別に定める審査実施要領に基づいて評価する。 

日程：令和 7 年 11 月 26 日（水） 

場所：戸沢村役場本庁舎 

詳細は、第一次審査通過者にメール及び書面により別途通知する。 

 

(3) 契約候補者の選定方法 

(ア) 失格者を除いた者の内、第二次審査（プレゼンテーション審査）の総合点が最も高い

者を、契約の相手方の候補者として選定する。 

(イ) 最高点の者が複数の場合は、価格提案書の金額が最も安価な者を契約の相手方の候補

者として選定する。なお、金額も同額の場合については、当該者は、当初提案の金額

の範囲内で価格提案書を再作成し、再提出された価格提案書の金額が最も安価な者を

契約の相手方の候補者として選定する。 

(ウ) 前項にかかわらず、審査委員の平均総合点が 60 点未満の場合は、契約候補者として

選定しない。 

 

(4) その他 

次に掲げる事項に該当する者は、失格とする。 

(ア) 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

(イ) 本実施要領に示した企画提案書等の作成及び提出に関する条件に違反した場合 

(ウ) 価格提案書の金額が、提案上限額を超える場合 

(エ) 村の示す仕様を満たさない提案を行った場合 

(オ) 評価の公平性に影響を与える行為があった場合 

(カ) 評価に係る委員に対して、直接、間接を問わず故意に接触を求めた場合 

(キ) その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行った場合 
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7. 選定結果の公表 

 候補者選定後、審査結果について、全ての第二次審査参加者に対し、書面により通知するほか、

村ホームページにおいて公表する。 

【公表事項】 

(1) 契約候補者の名称、総合点及び選定理由 

(2) 参加申込者数 

(3) 企画提案者数 

 

8. 契約の締結 

(1) 選定委員会の選定結果に基づき、村は契約候補者と企画提案の内容をもとに契約条件など

について協議を行い、協議が整い次第、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規

定により随意契約により契約を締結する。 

(2) 契約金額は原則として、企画提案時に提出した見積額を超えないこととする。但し、協議

時に企画提案書等に記載された項目に追加等があった場合はこの限りではない。 

(3) 本契約締結までの間に、契約候補者が入札参加の資格制限または指名停止を受けた場合は、

契約を締結しない。 

(4) (3)により契約を解除した場合、発注者は一切の損害賠償の責を負わない。 

 

9. 失格事項 

 次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

(1) 参加資格要件を満たさなくなった場合 

(2) 企画提案書が、提出期限を過ぎて提出された場合 

(3) 審査の公平性を害する行為、及び提案にあたり著しく信義に反する行為があった場合 

(4) 第三者の著作権等の権利を侵害する提案があった場合 

(5) その他、本要領に定める手続きを遵守しない場合 
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10. その他 

(1) 提出された企画提案書等は返却しない。 

(2) 提出以降における企画提案書等の追加、差し替え及び再提出は認めない。 

(3) 提出された企画提案書等は、選定を行う作業に必要な範囲において、本村が複製すること

がある。 

(4) 企画提案書等の作成、提出等のプロポーザル参加に要する経費は、全て提案者の負担とす

る。 

(5) 提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、商標権、その他日本国の法令に基づいて保護

される第三者の権利の対象となっている手法を用いた結果、生じた事象にかかる責任は、

全て提案者が追うものとする。 

(6) 提出された書類は、戸沢村情報公開条例及び個人情報の保護に関する法律並びに戸沢村個

人情報保護条例の規定に基づき、非公開とすべき箇所を除き、開示する場合がある。 

(7) 提出された企画提案書の知的所有権は提出者が有するが、本事業の成果物等に係る権利は

本村に帰属する。 

(8) 企画提案書等の作成のために本村より受領した資料は、本村の許可なく公表又は使用する

ことはできない。 

 

11. 担当部署（提出及び問い合わせ先） 

(1) 担当部署 戸沢村総務課財政係 

(2) 所 在 地 〒999-6401 

       山形県最上郡戸沢村大字古口 270 

       TEL：0233-72-2117 

       F a x：0233-72-2116 

       Mail ：soumu2@vill.tozawa.yamagata.jp 


